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要 旨

兵庫県が実施している大気の汚染の状況の常時監視について，浮遊粒子状物質濃度に関
する測定局又は測定地点の適切な配置という観点から，２００５年に示された改正環境省事務

処理基準等をもとに考察した。
監視体制を考える際，兵庫県を１０の地域に区分し，地域ごとに現在の測定局数及び改正

環境省事務処理基準に基づく必要局数についてとりまとめた。現有局数及び将来必要とさ
れる局数から，浮遊粒子状物質に関しては測定局又は測定地点を移設するとともに増設す
ることが必要であると考えられた。測定局または測定地点が不足していると考えられる地

域については，移動観測車による測定により蓄積されてきたデータをもとに，地域内での
濃度分布の特徴について考察を行った。

本結果は，将来，測定局の配置や監視項目を，兵庫県として再検討する際の基礎資料と
して活用されることが期待される。

1. は じ め に

兵庫県は大気汚染防止法に基づき，大気の汚染

の状況を常時監視している１）。大気の汚染の状況

の常時監視に関しては，２００５年６月に環境省によ

りその事務の処理基準についての一部改正（以下，

改正環境省事務処理基準という）が行われ，都道

府県は常時監視のための望ましい測定局または測

定地点の数の水準を決定することが求められてい

る。このことを受けて，兵庫県ではこれまで，県

域のうち兵庫県が管轄する地域を対象に測定局ま

たは測定地点の数の見直しを検討してきた２，３）。

その中で，現在配置されている測定局の特性を解

析し４），二酸化硫黄及び一酸化炭素２）並びに二酸

化窒素３）について測定局の適正配置について考察

を行ってきている。

浮遊粒子状物質については，二酸化硫黄，一酸

化炭素，二酸化窒素と並び，環境基本法で環境基

準が定められているが，二酸化硫黄，一酸化炭素，

二酸化窒素が主には人為的発生源から直接排出さ

れる一次大気汚染物質であるのに対し，浮遊粒子

状物質には一次大気汚染物質以外に、大気中に排

出された汚染物質が大気中で化学反応を受けて生

成される二次大気汚染物質も含まれる。このこと

から浮遊粒子状物質の濃度分布には二酸化硫黄，
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一酸化炭素，二酸化窒素のそれとは異なった特徴

が考えられる。

そこで本研究では，監視項目のうち浮遊粒子状

物質について，測定局の地域分布並びにこれまで

測定・蓄積されてきたデータをもとに，測定局の

適切な配置について考察を行った。

本研究は，将来，測定局の配置や監視項目を，

兵庫県として再検討する際の基礎資料を提示する

ものでもある。

2. 方 法
2.1 解析対象地域

本研究では，兵庫県のうち，神戸市，姫路市，

尼崎市，明石市，西宮市及び加古川市を除く地域

を解析対象地域とした。神戸市，姫路市，尼崎市，

明石市，西宮市及び加古川市に対しては大気汚染

防止法により監視の事務が委任されているため，

今回の解析対象からは除いた。これは，兵庫県が

将来，測定局の配置や監視項目を再検討する際の

基礎資料を提示するということを考慮したためで

ある。
2.2 解析対象監視項目

本研究では，監視項目として測定されている物

質のうち，環境基準が設定されている浮遊粒子状

物質（以下，SPMという）を対象とした。
2.3 解析の基本的な考え方

本研究では，下記の事項を解析の際の要素とし

た。

・改正環境省事務処理基準（各県民局が管轄する

地域を最小区分として改正環境省事務処理基準

を適用した。兵庫県では県域を１０の県民局に分

けて管轄している。）

・地域性（各県民局が管轄する地域を，地域性を

考える際の基本単位とした。なお，神戸地域は

神戸市と同一であるため今回の解析対象から除

いた。したがって，本研究では，神戸市，姫路

市，尼崎市，明石市，西宮市及び加古川市を除

く県域を９の地域に分けて地域性を考察したこ

とになる（図 1）。）

・測定局が継続測定局であるか否か（SPMの場

合，一般環境大気測定局（以下，一般局という）

については１９７６年度以降，自動車排出ガス測定

局（以下，自排局という）については１９８９年度以

降継続して測定している局を継続測定局と定義

している。）

・これまでの経年濃度変化４）

・測定局または測定地点が不足しており，測定局

又は測定地点の新設を検討する必要がある地域

については，移動観測車による測定により蓄積

されてきたデータ

・自動車 NOx・PM法の対策地域

・考慮すべき特殊な事情（特定道路や特定工場の

近傍であること）を含めた，測定局所在地の地

理的特殊性
2.4 解析データの単位

解析対象監視項目については，一時間値を最小

単位としてデータが蓄積されており，本研究にお

いても一時間値のデータをもとに解析した。ただ

し，経年濃度変化及び環境基準の達成状況（長期

的評価）を考察する際は，年間にわたる１日平均

値である測定値のうち，測定値の高い方から２％

の範囲内にあるものを除外した最高値（以

下，２％除外値という）により行った。
2.5 解析データの解析対象期間

図 1 解析対象地域（神戸市，姫路市，尼崎市，明石市，
西宮市及び加古川市を除く地域）及び解析を行う
際の地域区分
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一時間値のデータを解析する際の対象期間を

２００１年度から２００６年度とした。対象期間を年では

なく年度としたのは，監視結果を行政資料として

評価する際は年度で評価するためである。なお，

経年濃度変化については１９９０年度から２００４年度を

対象期間として解析されている４）。
2.6 統計的解析手法

測定局間の濃度の差を統計的に解析する際

は，１９９０年度から２００４年度までの長期変動を考慮

した上で，２００１年度から２００６年度の一時間値を対

象に LSD（Least Significant Difference）検定により

行った。

3. 結 果

改正環境省事務処理基準に基づき検討した結

果，各地域で必要とされる局数（以下，調整後局

数という）の合計は２９局であった。表 1に地域ご

との現有局数，継続測定局数，調整後局数をまと

めた。現有局数が２３局であるのに対し調整後局数

が２９局であり，県域全体の局数で考えると数局ま

たは数地点を増設する必要がある。また，阪神北，

北播磨，中播磨地域では増設する必要があるのに

対し，阪神南，東播磨地域では現有局数が調整後

局数を上回っている。これらのことから，SPM

については測定局または測定地点を移設するとと

もに増設することが必要であると考えられた。

以下に，調整後局数が現有局数よりも少ない場

合については，配置する測定局または測定地点を

地域ごとに検討した。また，調整後局数が現有局

数よりも多い場合については，移動観測車による

測定結果をもとに，現有局が設置されていない地

域の濃度を近傍の現有局の濃度と比較・解析し

た。
3.1 調整後局数が現有局数よりも少ない場合

阪神南地域：阪神南地域では調整後局数は１局

であり，現在は２局配置されており，そのうち芦

屋市打出局（自排局）が継続測定局である。図 2

に２００１年度から２００６年度の濃度の一時間値の相関

を示す。濃度比１：１に近い分布を示す一方で，

打出局での結果（平均値：３４．７μg�m３，中央値：

２９．０）は朝日ヶ丘局（一般局）での結果（平均値：

２５．４μg�m３，中央値：２１．０）よりも有意（p＜０．０１）

に高かった。環境基準の達成状況は長期的評価，

短期的評価ともに類似した達成・未達成状況で

あった。

測定を継続して行う局を選定するにあたっては

濃度やその分布に合わせて，阪神南地域が自動車

NOx・PM法の対策地域であること及び考慮すべ

き特殊な事情（特定道路近傍であること）も考慮す

る必要がある。

東播磨地域：東播磨地域では調整後局数は３局

であり，現在は４局配置されている。また，その

うち３局（高砂市市役所局及び播磨町町役場局（い

ずれも一般局）及び高砂市中島局（自排局））が継続

測定局である。図 3に２００１年度から２００６年度の

濃度の一時間値の相関（高砂市市役所局の一時間

値に対する他の３局の一時間値）を示す。濃度比

１：１に近い分布を示す一方で，いずれの局間に

おいても濃度には有意（p＜０．０１）な差が認められ

た。平均濃度は稲美町町役場局（一般局）で最も高

く，高砂市中島局，高砂市市役所局，播磨町町役

場局の順に低くなった。環境基準の達成状況は長

期的評価，短期的評価ともに各局とも類似した達

成・未達成状況であった。

また，考慮すべき特殊な事情（特定工場の近傍

である）を考慮すると，稲美町町役場局及び播磨

町町役場局（特に播磨町町役場局）は冬季，大気汚

染物質の発生源の風下に位置することになる５）。

また，地域内の市町のうち，高砂市，播磨町は自

動車 NOx・PM法の対策地域であり，稲美町は対

象地域外である。しかし，上述したように，稲美

町町役場局での平均濃度は４局の中で最も高かっ

た。このことには SPMには一次大気汚染物質以

地域 現有局数 継続測定局数 調整後局数

神戸
阪神南
阪神北
東播磨
北播磨
中播磨
西播磨
但馬
丹波
淡路

―
２
７
４
２
０
５
１
１
１

―
１
４
３
０
０
４
０
０
０

―
１
１２
３
４
１
５
１
１
１

合計 ２３ １２ ２９

表 1 浮遊粒子状物質に関する地域ごとの現有局数、
継続測定局数及び調整後局数
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外に二次大気汚染物質も含まれていることが関係

していると考えられる。

これらのことから，継続測定局を優先するこ

と，考慮すべき特殊な事情（特定工場の近傍であ

る）及び自動車 NOx・PM法の対策地域を考慮す

ることに加え，二次大気汚染物質の影響も含まれ

るという，SPMによる大気汚染の特質及びこれ

までの観測結果を十分に考慮し，測定局を選定す

ることが必要であると考えられる。
3.2 調整後局数が現有局数よりも多い場合

調整後局数が現有局数よりも多い地域は阪神

北，北播磨，中播磨地域である（表 1）。それぞ

れの地域について，現有局及び移動観測車により

測定・蓄積されてきたデータをもとに，新たな測

定局または測定地点の設定にあたっての地域内で

の濃度分布の特徴について考察した。

阪神北地域：阪神北地域では現有局数が７局で

あるのに対し調整後局数は１２局であり，測定局ま

たは測定地点を５局または５地点増やす必要があ

る。阪神北地域での現有局及び移動観測車による

測定地点については，現有局が各市の南部及び阪

神北地域全体でみても南部に偏って配置されてい

るのに対し，移動観測車による測定地点は阪神北

地域の中部及び各市の北部においても行われてき

た３）。

表 2に，２００１年度から２００６年度の一般環境用

移動観測車による測定結果（平均値及び中央値）及

び，移動観測車による，各測定地点における測定

期間に対応する期間での一般環境大気測定局にお

ける測定結果（平均値及び中央値）をまとめた。移

動観測車による測定地点での濃度は現有局におけ

る濃度よりも平均値，中央値ともに同等かやや低

めであった。藍川らは，NO２については，移動観

測車による測定地点での濃度は現有局における濃

図 2 阪神南地域の測定局（朝日ヶ丘局（一般局）及び打
出局（自排局））における SPMの2001年度から
2006年度の濃度の一時間値の相関

図 3 東播磨地域の測定局（稲美町町役場局（一般局）、
播磨町町役場局（一般局）、高砂市市役所局（一般
局）、高砂市中島局（自排局））における SPMの
2001年度から2006年度の濃度の一時間値の相関
（高砂市市役所局の一時間値に対する他の 3局の
一時間値の相関）
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度よりも平均値，中央値ともに低いとしている。

SPMでは NO２と異なる濃度分布を示した３）。

表 3に，２００１年度から２００６年度の自動車沿道

用移動観測車による測定結果（平均値及び中央値）

及び，移動観測車による，各測定地点における測

定期間に対応する期間での自動車排出ガス測定局

における測定結果（平均値及び中央値）をまとめ

た。自動車沿道用移動観測車の場合は，移動観測

車による測定地点での濃度が現有局における濃度

よりも平均値，中央値ともに低かった。このこと

は，移動観測車による測定地点では現有局と比べ

て一次大気汚染物質として排出される SPM濃度

が低いことを示唆していると考えられる。また，

一般環境用移動観測車による測定結果では現有局

と同等かやや低めであったこととあわせて考える

と，SPMの監視体制を考える際，NO２とは異なり、

直接的な発生源以外に広域的な観点を十分考慮す

る必要があると考えられる。

阪神北地域のうち，伊丹市，宝塚市，川西市は自

動車 NOx・PM法の対策地域に含まれていること

にあわせて，二次大気汚染物質の影響も含まれる

という，SPMによる大気汚染の特質を十分に考

慮し，三田市，猪名川町を含めた阪神北地域として

の SPMの監視体制を検討することが重要である。

北播磨地域：北播磨地域では現有局数が２局で

測定時間数

現有局（一般環境大気測定局） 一般環境用移動観測車

伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 宝塚市（地点 ID:A）

SPM SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

９１０ ２９．４ ２６．０ ２５．５ ２２．０ ２６．６ ２４．０ ２５．６ ２４．０ ２２．７ ２０．０

宝塚市（地点 ID:B）

SPM SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

８３ １３．０ １０．０ １１．８ ９．０ １２．７ １１．０ １５．１ １２．０ １０．５ ８．０

川西市（地点 ID:C）

SPM SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

９６０ ３４．４ ３１．０ ３２．８ ３１．０ ３０．２ ２８．０ ２９．７ ２９．０ ２７．９ ２６．５

三田市（地点 ID:D）

SPM SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

５５７ ３３．３ ２８．０ ３２．５ ２８．０ ３０．７ ２６．０ ２９．１ ２５．０ ２５．８ ２０．０

三田市（地点 ID:E）

SPM SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

６８７ ２８．１ ２４．０ ２４．８ １９．０ ２４．１ ２２．０ ２３．９ ２１．０ ２２．６ ２０．０

猪名川町（地点 ID:F）

SPM SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

６０６ ２７．２ ２１．５ ２７．１ ２２．５ ２４．７ ２０．０ ２４．０ ２０．０ ２０．５ １５．０

猪名川町（地点 ID:G）

SPM SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

７４５ ３３．７ ３１．０ ３３．３ ３０．０ ２９．５ ２８．０ ２８．１ ２６．０ ２６．５ ２４．０

単位：測定時間数は時間 濃度は μg�m３

表 2 浮遊粒子状物質に関する，2001年度から2006年度の一般環境用移動観測車による測定結果（平均値及び中央値）
及び，移動観測車による，各測定地点における測定期間に対応する測定期間での一般環境大気測定局における
測定結果（平均値及び中央値）
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測定時間数

現有局（自動車排出ガス測定局） 自動車沿道用移動観測車
伊丹市 宝塚市 川西市 伊丹市（地点 ID:a）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

２０９ ３０．３ ２５．０ ２５．０ ２３．０ ３５．４ ３４．０ １６．９ １５．０
伊丹市（地点 ID:b）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

１８７ ５１．１ ４９．０ ４５．５ ４１．０ ４５．１ ４３．０ ３９．１ ３８．０
伊丹市（地点 ID:c）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

２３６ ４７．２ ４３．０ ４２．４ ３９．５ ５１．４ ４８．５ ３２．９ ３０．０
伊丹市（地点 ID:d）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

１８７ ３６．７ ３５．０ ３３．４ ３２．０ ２６．７ ２５．０ １７．９ １４．０
宝塚市（地点 ID:e）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

３７３ ４７．２ ４６．０ ４１．６ ４１．０ ４９．３ ４９．０ ３０．６ ３０．０
宝塚市（地点 ID:f）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

３８７ ４０．８ ３５．０ ３５．５ ２８．０ ３８．４ ３５．０ ２８．４ ２５．０
宝塚市（地点 ID:g）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

１８９ ４７．３ ４２．０ ４３．５ ４３．０ ５３．３ ５１．０ ２７．３ ２５．０
宝塚市（地点 ID:h）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

５８３ ５０．５ ４７．０ ４５．９ ４３．０ ５０．５ ４９．０ ３３．９ ３１．０
川西市（地点 ID:i）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

７６８ ３８．９ ３５．０ ３２．８ ２９．０ ３４．３ ３１．０ ２２．２ １９．０
川西市（地点 ID:j）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

１８７ ４２．８ ４１．０ ３６．６ ３６．０ ３１．３ ３０．０ ２３．３ ２３．０
川西市（地点 ID:k）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

７４６ ５５．１ ４８．０ ４４．９ ４１．０ ５４．６ ５３．０ ３４．３ ３１．０
三田市（地点 ID:l）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

４４３ ４３．７ ４１．０ ３７．８ ３５．０ ４３．５ ４１．０ ２６．２ ２５．０
三田市（地点 ID:m）

SPM SPM SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値 平均値 中央値

３７６ ４９．１ ４６．０ ４０．３ ３９．０ ５４．６ ５４．０ ２９．０ ２８．０

単位：測定時間数は時間 濃度は μg�m３

表 3 浮遊粒子状物質に関する，2001年度から2006年度の自動車沿道用移動観測車による測定結果（平均値及び中央値）及び，移動観
測車による，各測定地点における測定期間に対応する測定期間での自動車排出ガス測定局における測定結果（平均値及び中央値）
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あるのに対し調整後局数は４局であり，測定局又

は測定地点を２局または２地点増やす必要がある。

図 4に北播磨地域での現有局及び移動観測車

による測定地点を，また表 4に北播磨地域にお

ける移動観測車による測定の概要をそれぞれ示

す。現有局のうち，一般局が地域内の北部よりの

中央部に配置されている。一方，現有局の自排局

を含め，移動観測車による測定地点は地域内の南

西部に位置している。北播磨地域には自動車 NOx

・PM法の対策地域に含まれている市町はない

が，地域内の南西部は自動車 NOx・PM法の対策

地域に隣接する地域である。

表 5に，２００１年度から２００６年度の一般環境用

移動観測車による測定結果（平均値及び中央値）及

び，移動観測車による，各測定地点における測定

期間に対応する期間での一般環境大気測定局にお

ける測定結果（平均値及び中央値）を，また表 6

に，２００１年度から２００６年度の自動車沿道用移動観

測車による測定結果（平均値及び中央値）及び，移

動観測車による，各測定地点における測定期間に

対応する期間での自動車排出ガス測定局における

測定結果（平均値及び中央値）をそれぞれまとめ

た。いずれの移動観測車についても，移動観測車

による測定地点での濃度が現有局における濃度よ

りも平均値，中央値ともに低めであった。北播磨

地域内には特別に大きな固定発生源は少なく，ま

たいずれの移動観測車の結果においても自動車

NOx・PM法の対策地域に隣接する地域（地域内の

南西部）よりも，地域内中部（自動車 NOx・PM法

の対策地域から離れた地域）で濃度が高かったこ

とは，阪神北地域の場合と同様に SPMには二次

大気汚染物質が含まれていることが関係している

と考えられ，北播磨地域全体としての SPMの監

視体制を検討することが重要であると考えられ

る。そのためにはこれまで測定が行われていな

い，北播磨地域の中部から北部の地点で移動観測

車等による観測を行い，濃度分布を考察するため

のデータをさらに蓄積することが望まれる。

中播磨地域：中播磨地域では現有局数は設置さ

れていないのに対し調整後局数は１局であり，測

定局又は測定地点を１局又は１地点増やす必要が

ある。

これまで，中播磨地域では移動観測車による測

定が２地点で行われている。いずれも中播磨地域

の南部の地点であり，自動車 NOx・PM法の対策

地域（姫路市）に隣接する地点である。中播磨地域

には現有局が設置されていないため，移動観測車

による測定結果を比較検討するにあたっては，姫

路市の北部に設置されている一般環境大気測定局

の測定結果と比較した。

表 7に，２００１年度から２００６年度の一般環境用

移動観測車及び自動車沿道用移動観測車による測

定結果（平均値及び中央値）及び，移動観測車によ

る，各測定地点における測定期間に対応する期間

での姫路市の現有局における測定結果（平均値及

び中央値）をまとめた。いずれの移動観測車につ

いても，移動観測車による測定地点での濃度が現

有局における濃度よりも平均値，中央値ともに同

等かやや低めであった。一方，北播磨地域の場合

と同様に，自動車 NOx・PM法の対策地域あるい

は大規模固定発生源から離れた地域でも SPM濃

図 4 北播磨地域での現有局及び移動観測車による測
定地点

○：現有局（一般環境大気測定局）
△：現有局（自動車排出ガス測定局）
●：移動観測車による測定地点（一般環境用移動観測車）
▲：移動観測車による測定地点（自動車沿道用移動観測車）
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測定時間数

現有局（一般環境大気測定局） 一般環境用移動観測車

西脇市 三木市（地点 ID:A）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

７９０ ３７．７ ３５．０ ２９．１ ２６．０

三木市（地点 ID:B）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

９６８ ３８．５ ３８．０ ２７．４ ２３．０

小野市（地点 ID:C）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

５５６ ２７．６ ２５．０ ２１．５ １９．０

小野市（地点 ID:D）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

９３５ ３１．１ ２９．０ ２３．４ ２０．０

小野市（地点 ID:E）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

７２８ ３０．６ ２８．０ ２７．８ ２２．０

加西市（地点 ID:F）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８７ ２２．７ ２３．０ １２．１ １０．０

加西市（地点 ID:G）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８９ ３４．５ ３０．０ ２８．２ ２２．０

加西市（地点 ID:H）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８８ ２１．４ １７．０ １３．３ １２．０

加西市（地点 ID:I）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８９ ２２．３ １９．０ １０．４ ６．０

加西市（地点 ID:J）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８６ ３５．１ ２９．５ ２９．４ ２５．５

単位：測定時間数は時間 濃度は μg�m３

表 5 浮遊粒子状物質に関する，2001年度から2006年度の一般環境用移動観測車による測定結果（平均値及び中央値）
及び，移動観測車による，各測定地点における測定期間に対応する測定期間での一般環境大気測定局における
測定結果（平均値及び中央値）
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測定時間数

現有局（自動車排出ガス測定局） 一般環境用移動観測車

姫路市 福崎町（地点 ID:A）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

９３５ ２８．１ ２６．０ ２２．９ ２２．０

自動車沿道用移動観測車
福崎町（地点 ID:a）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１０１０ ２２．６ １９．０ ２０．７ １８．０

単位：測定時間数は時間 濃度は μg�m３

表 7 浮遊粒子状物質に関する，2001年度から2006年度の一般環境用及び自動車沿道用移動観測車による測定結果
（平均値及び中央値）及び，移動観測車による，各測定地点における測定期間に対応する測定期間での近接の一
般環境大気測定局における測定結果（平均値及び中央値）

測定時間数

現有局（自動車排出ガス測定局） 自動車沿道用移動観測車

小野市 西脇市（地点 ID:a）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

３７７ ２２．９ ２１．０ １７．８ １７．０

三木市（地点 ID:b）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８５ ３６．２ ３４．０ ２９．２ ２８．０

小野市（地点 ID:c）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

３７６ ３３．７ ３１．０ ３０．２ ２９．０

加西市（地点 ID:d）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８８ ２８．９ ２８．０ ２２．４ １９．０

加西市（地点 ID:e）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

０ ― ― ― ―

加西市（地点 ID:f）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

０ ― ― ― ―

加西市（地点 ID:g）

SPM SPM
平均値 中央値 平均値 中央値

１８９ ２３．４ １７．０ １２．６ ７．０

単位：測定時間数は時間 濃度は μg�m３

表 6 浮遊粒子状物質に関する，2001年度から2006年度の自動車沿道用移動観測車による測定結果（平均値及び中央
値）及び，移動観測車による，各測定地点における測定期間に対応する測定期間での自動車排出ガス測定局に
おける測定結果（平均値及び中央値）
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度が高くなる可能性があることから，中播磨地域

全体としての SPMの監視体制を検討することが

重要であり，そのためにはこれまで測定が行われ

ていない，中播磨地域の北部でも移動観測車等に

よる観測を行うことが望まれる。

4. ま と め

兵庫県が実施している大気の汚染の状況の常時

監視のうち，SPMについて，測定局又は測定地

点の適切な配置という観点から，２００５年に示され

た改正環境省事務処理基準等をもとに考察した。

改正環境省事務処理基準に基づき，地域性を考

慮して必要測定局または測定地点の数及び現有局

数を整理した結果，SPMについては測定局また

は測定地点を移設するとともに増設するという観

点から適正配置を検討することが適当であると考

えられた。また，調整後局数が現有局数よりも少

ない場合については地域ごとに適正配置の一考察

結果を示す一方，調整後局数が現有局数よりも多

い場合については，これまで移動観測車により補

完的に実施してきた測定結果をもとに現有局が設

置されていない地域の濃度を近傍の現有局の濃度

と比較し，その特徴を明らかにするとともに，今

後の課題についても考察した。
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市町名 三木市 三木市 小野市 小野市 小野市 加西市

測定地点 ID A B C D E F

観測車の種別
（一般環境用、自動車沿道用）

一般環境用 一般環境用 一般環境用 一般環境用 一般環境用 一般環境用

測定期間

２００１�１０�３～１０�１１
２００２�１０�３～１０�１１
２００３�１１�６～１１�１４
２００５�９�１６～９�２６

２００１�８�１３～８�２１
２００２�７�１１～７�１９
２００３�７�１０～７�１８
２００４�７�２～７�１２
２００５�１１�１～１１�９

２００２�１１�１４～１１�２２
２００４�３�１～３�９
２００５�９�２６～１０�４

２００１�１１�２８～１２�６
２００４�５�６～５�１４
２００４�８�５～８�１３
２００４�１１�１１～１１�１９
２００５�２�２～２�１０

２００１�１１�２０～１１�２８
２００３�２�１２～２�２０
２００３�１１�２５～１２�３
２００４�１０�２０～１０�２８

２００１�１１�８～１１�１６

市町名 加西市 加西市 加西市 加西市 西脇市 三木市

測定地点 ID G H I J a b

観測車の種別
（一般環境用、自動車沿道用）

一般環境用 一般環境用 一般環境用 一般環境用 自動車沿道用 自動車沿道用

測定期間

２００２�１２�１１～１２�１９ ２００４�１�６～１�１４ ２００５�１�１７～１�２５ ２００６�１�２６～２�３ ２００１�１２�５～１２�１３
２００２�１１�２７～１２�５
２００３�１１�１２～１１�２０
２００５�２�１～２�９
２００５�１０�５～１０�１３

２００１�８�８～８�１６
２００２�１２�５～１２�１
２００３�１０�２８～１１�７
２００４�１１�２４～１２�２
２００５�１０�１３～１０�２１

市町名 小野市 加西市 加西市 加西市 加西市

測定地点 ID c d e f g

観測車の種別
（一般環境用、自動車沿道用）

自動車沿道用 自動車沿道用 自動車沿道用 自動車沿道用 自動車沿道用

測定期間

２００１�１２�１３～１２�２１
２００２�５�７～５�１５
２００３�５�１５～５�２３
２００４�５�７～５�１７
２００５�６�２８～７�６

２００５�１�２４～２�１ ２００３�１１�２０～１２�１ ２００１�１１�９～１１�１９
２００２�８�１２～８�２０

２００５�１１�３０～１２�８

表 4 北播磨地域における移動観測車による測定の概要
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